
宗
祖
に
お
け
る
説
話
の
受
容
と
展
開

第
六
天
魔
王
諄
に
つ
い
て

芹

澤

寛

隆

問
題
の
所
在

日
蓮
聖
人

（以
下
、
宗
祖
と
称
す
る
）
に
お
け
る
説
話
の
受
容
と
展
開
に
つ
い
て
、
今
回
は
第
六
天
魔
王
諄
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。
宗
祖
の
記
し
た
御
曼
荼
羅
に
は
、
第
六
天
魔
王
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
遺
文
中
に
第
六
天
魔
王
諄
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
第
六
天
魔
王
之
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
知
識
は
何
に
依
り
、
同
時
代
の
認

識
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。
今
回
第
鉄
天
魔
王
諄
を
採
り
上
げ
た
理
由
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
日
本
に
お

け
る
第
六
天
魔
王
諄
の
展
開
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
宗
祖
の
第
六
天
魔
王
諄
が
検
証
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

一
、
第
六
天
魔
王
と
は

宗
祖
の
第
六
天
魔
王
諄
を
検
証
す
る
前
に
、
宗
祖
在
世
当
時
、
ど
の
よ
う
な
第
六
天
魔
王
諄
が
あ
っ
た
の
か
触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
は
宗
祖
と
同
時
期
の
無
住
が
著
し
た
二
沙
石
集
』
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
第
六
天
魔
王
諄
が
あ
る
の
か
を
以
下
に
示
す
。
（以

准
外
挙
業
　
第

二
十
二
号



下
、
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
）

『魔
訂
止
観
』
に
は

「知
魔
界
如
仏
界
如
。　
一
如
無
二
如
平
等

一
相
。」
と
あ
る
。
魔
界
と
仏
界
を
同
じ
と
す
る
思
想
で
あ
る
が
こ

う
し
た
認
識
は
、
宗
祖
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

元
魏
の
延
興
二
年

（四
七
二
）
に
吉
迦
夜
と
曇
曜
が
共
訳
し
た
と
さ
れ
る

『付
法
蔵
因
縁
伝
』
巻
第

一
に
は
、

第
六
天
魔
深
生
・一愁
毒

。
汝
今
宜
可
二速
起
還
レ

宮
。
若
不
レ爾
者
。
当
持
二汝
足
一椰
二大
海
外
一。
爾
時
菩
薩
如
二師
子
工
・心
無
二
驚
畏
一。
告
言
。
波
旬
。
汝
曾
供
養
■

辟
支
仏
・

受
・一人
戒
斉
一。
由
二斯
福
一故
得
レ為
二
天
王
一。
然
我
已
於
二阿
僧
祇
劫
一。
具
足
成
就
二難
行
苦
行
一。

と
あ
り
、
釈
尊
の
成
道
を
邪
魔
し
た
波
旬
が
第
六
天
魔
王
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
宗
祖
在
世
期
の
日
本
に

お
い
て
、
第
六
天
を
波
旬
に
比
定
す
る
考
え
は
、
宗
祖
以
外
見
当
た
ら
な
い
。
波
旬
を
第
六
天
魔
王
と
す
る
説
は
、
『大
智
度
論
』

に
も
あ
る
が
、　
一
般
的
で
は
な
か
つ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宗
祖
以
前
の
第
六
天
魔
王
諄
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
第
六
天
魔
王
諄
と
し
て
は

『中
臣
祓
訓
解
』
、
『神
祇
講
式
』
、
『小
皮

籠
』
中
の

「秘
伝
瑞
隔
旭
神
御
事
」
な
ど
が
あ
る
。

『中
臣
祓
訓
解
』
は
両
部
神
道
の
書
物
で
あ
り
、
空
海
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
『中
臣
祓
訓

解
』
に
は
、

嘗
天
地
開
聞
之
初
メ
、
神
宝
日
出
時
、
法
界
法
身
心
三
大
日
、
為
レ度
セ
ン
・ｈ
〔縁
悪
業
ノ
衆
生
一、
以
韮
日
門
方
便
之
智
恵
ヲ
一、

入
二蓮
花
三
味
之
道
場

二
一、
発
二大
清
浄
願
ヲ
一、
垂
レ
ニ愛
慈
ノ
慈
悲
ヲ
一、

王
一、
施
シ
メ
ニ降
伏
之
陣
カ
ヲ
・、
神
光
神
使
畔
シ
ニ於
八
荒
二
一、
慈
悲
慈
檄
領
ヨ
リ
ニ於
十
方
二
一以
降
夕
、
恭
ク
大
神
、
州
二‐
ノ、‐

神
兵
抄
雖
ト
モ
ニ内
外
詞
異
ナ
ル
ト
一、
同
ク
ニ化
度
ノ
方
便
一、
神



ハ
則
諸
仏
ノ
魂
、
仏

ハ
則
諸
神
ノ
性
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
は

イ
　
大
日
如
来
が

（天
昭
じ

大
神
の
姿
に
垂
述
し
て
日
本
に
現
れ
た
こ
と

口
　
そ
の
際
、
魔
王
に

「府
璽
」
を
請
う
た
こ
と

ハ
　
そ
の
た
め
、
（天
昭
じ

大
神
は
外
に
は
仏
教
と
異
な
る
儀
式
を
顕
し
、
内
に
は
仏
法
を
守
る
神
兵
と
な

っ
た
こ
と

の
三
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次

い
で
貞
慶

（
一
一
五
五
～

〓

一
三
こ

撰
と
さ
れ
る

『神
祇
講
式
』
に
は
、

凡
ソ
自
二鉾
滴
成
フ島
卜
以
来
、
「ョ
川
国
二‐
刈
測
週
目
∃
∃
到
月
副
翻
翻
引
翻
鞘
到
仏
法
流
布
之
瑞
相
也
、
第
六
天
魔
王
ハ
為
レ障
二

碍
セ
ン
ト
仏
法
ヲ
一欲
ス
ル
レ令
ン
ト
レ無
ラ
ニ国
土
一之
時
、
剰
口
羽
翻
当
日
到
相
型
川
園
ョ
ニ‐
一、
天
地
開
聞
ョ
リ
以
来
八
百
万
ノ

構
二善
巧
ヲ
於
内
外
二
・、
救
へ
玉

ノ
一黎
民
ヲ
於
我
国
二
一也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「神
璽
」
の
ほ
か
に
、

二
　
天
地
開
間
の
理
由
と
し
て
大
日
如
来
の
印
文
が
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
宗
祖
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
道
宝

（
〓

一
一
四
～
八
こ

の
撰
述

と
さ
れ
る

『高
野
物
語
』
の
依
拠
と
さ
れ
る
、
東
密
小
野
流
の

一
派
で
あ
る
安
祥
寺
流
の
秘
伝
で
あ
る

『小
皮
籠
』
中
の

「秘
伝

競
鵬
畑
神
御
事
」
に
は

０

　

　

　

０

副詞鋼酬川国釧知到馴翻洲刊劇倒＝「洲側「劉則翻洲謝＝川日Ｈ瓢割利用Шｄ「
【̈‐酬州洲州網劇州ョ月「川綱日囲引刊引相判。　・・‐Ⅲ判劇園鋼判判Ⅵ‐
‥ヽ‥^‐旧引団測ョ
一‐‐州「川倒躙用劇洲Ц∃剛「引Ⅵ
，・‐明句副川¶‐川悧司引刷副刹引・‐「・‐川「Ｍ倒酬捌「洲「

利
川
羽
へ‐
冽
＝
園
引
細
日
、
月
田
川
剌
＝
園
ョ
列
制
刊
Ｈ
洲
引
細
列
、
我
此
国
ノ
主
ト
シ
テ
、
我
子
孫
ヲ
此
国
ノ
主
シ
ト
ナ
シ

常
れ
に
お
け
る
詭
鸞
の
史
本
と
及
閉



テ
仏
法
ヲ
イ
ム
ヘ
シ
ト
申
テ
、
此
国
二
化
ヲ
垂
レ
給
フ
。
真
実
ニ
ハ
魔
王
ノ
御
心
ヲ
ト
リ
テ
、　
一
切
衆
生
ヲ
出
離
セ
シ
メ
給
ハ

ム
為
也
。
（中
略
）
天
照
卜
云
ハ
大
日
ノ
義
也
。
大
神
卜
云
ハ
大
覚
二
同
ジ
義
也
。

と
あ
る
。
こ
の
書
に
は
、

ホ
　
こ
の
地
は
第
六
天
の
も
の
で
あ

つ
た
こ
と

へ
　
大
日
如
来
が
第
六
天
魔
王
の
子
供
と
な
り
、
日
本
を
預
か
つ
た
こ
と

卜
　
大
日
如
来
が
天
照
大
神
で
あ
る
の
で
、
親
で
あ
る
第
六
天
魔
王
は
伊
井
諾

。
伊
井
再
で
あ
る
こ
と

チ
　
伊
井
諾
は
伊
舎
那
天
の
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
チ
の
論
拠
と
な

つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
台
密
の
大
成
者
で
あ
る
安
然

（八
四
一
―
九

一

五
）
の

『悉
曇
蔵
』
中
の

鉄
大
乗
論
云
、
摩
醸
首
羅
天
二
二
種
有
。　
一
昆
慮
遮
摩
醸
首
羅
、
是
第
四
禅
王
。
二
伊
舎
那
摩
醗
首
羅
、
是
第
六
天
ノ
魔
王
ナ

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
東
密
に
お
け
る
秘
伝
書
で
あ
る

『小
皮
籠
』
中
の

「秘
伝
瑕
鵬
畑
神
御
事
」
ゃ
説
話
集
で
あ
る

『高
野
物
語
』

に
安
然
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
六
天
魔
王
の
認
識
は
台
密
と
東
密
で
共
通
の
認
識
が
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
の
が
無
住

（
〓

〓
エ
ハー

三
二
〓

こ

の

『沙
石
集
』
で
あ
る
。
第

一
巻
に

『大
神
宮
御
事
』
と

し
て
、去

弘
長
年
中
、
大
神
宮
へ
詣
テ
侍
シ
ニ
、
或
る
社
官
ノ
語
シ
ハ
、
営
社
二
三
費
ノ
御
名
ヲ
忌
、
御
殿
近
ク
ハ
僧
ナ
ド
モ
詣
デ
ヌ

事
ハ
、
昔
此
の
国
未
ダ
ナ
カ
リ
ケ
ル
時
、
劇
湖
列
劇
二‐
刈
田
冽
劇
劇
列
引
列
羽
二‐
ヨ‐
引
、
太
神
宮
御
鉾
指
下
テ
サ
グ
リ
給
ケ
ル
。

其
の
鉾
ノ
滴
、
露
ノ
如
ク
也
ケ
ル
時
、
第
六
天
の
魔
王
遥

二
見
テ
、
「此
の
滴
国
卜
成
テ
、
仏
法
流
布
シ
、
人
倫
生
死
ヲ
出
ベ



キ
相

ア
リ
」
ト
テ
、
剣
利

ン‐
刺

二‐
「
列
引
列
川

ヲ
、
剰
利
州
「
日
「
「
川
硼
ョ
フ
、
‐

「
―
引
И
ョ
劃
列
馴
引

モ‐
潤

ノ、‐
冽
「
洲
劇

二‐

モ‐

測
冽
列
冽
Ｈ
Ｈ
刻
洲
Ｍ
刷
引
コ
倒
Ｎ
「
日
、
誘

へ
給
ケ
レ
バ
帰

ニ
ケ
リ
。
其

の
御
約
束

ヲ

〔
タ
ガ

ヘ
ジ
ト
テ
〕
、
僧
ナ
ド
御
殿

近
ク
参

ラ
ズ
。
社
段

ニ
シ
テ

ハ
、
経

ヲ
モ
ア
ラ

ハ
ニ
ハ
持
ズ
。
三
賓

ノ
名

ヲ
モ
タ
ダ
シ
ク
謂
ズ
。
佛

ヲ
バ
立
ス
ク
ミ
、
経

ヲ
バ

染
紙
、
僧

ヲ

〔
バ
〕
髪
長
、
堂

ヲ
バ

コ
リ
タ
キ
ナ
ド
イ
ヒ
テ
、
州

二‐

ノ、‐
硼
洲
列
州
引
割
ョ
冽
「
劇
ョ

ノ、‐
測
列
ョ
劃
列
引

‐，‐
細
列

割

二‐
列
側
ロ

マ‐

ス‐
故

二
、
我
國
ノ
佛
法
、
偏

二
大
神
宮

の
御
守
護

ニ
ヨ
レ
リ
。
（中
略
）

都

ハ

レ
。
天
の
岩
戸
ト
イ
フ
ハ

都
率
天
也
。
高
天
原
ト
モ
云
ナ
リ
。
神
ノ
代
ノ
事
皆
由
ア
ル
ニ
コ
ソ
。
真
言
ノ
意
ニ
ハ
、
都
率
ヲ
バ
内
證
ノ
法
界

〔宮
〕

・
密

巌
國
ト
コ
ソ
申
ナ
レ
。
彼
内
證
ノ
都
ヲ
出
テ
、
日
域
二
跡
ヲ
垂
レ
給
フ
。
故
二
内
宮

〔
ハ
〕
胎
蔵
ノ
大
日
、
四
重
御
曼
荼
羅
ヲ

カ
タ
ド
リ
テ
、
玉
垣

。
瑞
籠

・
ア
ラ
垣
ナ
ド
重
々
ナ
リ
。
鰹
木
モ
九
ア
リ
。
胎
蔵
ノ
九
尊
二
象
ル
。
外
宮
ハ
金
剛
界
ノ
大
日
、

或
ハ
阿
爾
陀
ト
モ
習
侍
也
。

と
あ
る
。
宗
祖
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
動
し
た
無
住
の

『沙
石
集
』
に
お
け
る
、
第
六
天
魔
王
諄
の
特
徴
は

『中
臣
祓
訓
解
』
に
あ
る

イ
、
ハ
、
さ
ら
に

『神
祇
講
式
』
に
あ
る
二
、
『小
皮
籠
』
に
あ
る
ホ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
無
住
の
第
六
天
魔
王
諄
も
や
は
り
大
日
如
来
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
こ
う
し
た
第
六

天
魔
王
諄
は
、
契
約
内
容
や
登
場
人
物
に
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
後
の
文
献
に
も
広
く
登
場
す
る
。
無
住
の
第
六
天
魔
王
諄
に
つ
い

て
伊
藤
聡
氏
は
、

『訓
解
』
よ
り
も

「太
神
宮
御
事
」
に
近
い
の
は
、
無
住
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
道
宝

（
一
二
一
四
～
八
こ

の
撰
述
が
有
力
視

さ
れ
る

『高
野
物
語
』
巻
三
で
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
も

「大
日
印
文
」
に
つ
い
て
は
見
え
ず
、
ま
た

「太
神
宮
御
事
」
に
は

な
い
魔
王
の
正
体

（イ
ザ
ナ
ギ
）
へ
の
百
及
が
あ
る
も
の
の
、
筋
立
て
が
ほ
ぼ
同
じ
く
、
ま
た
伊
勢
神
宮
の
忌
避
由
来
諄
と
し

常
れ
に
お
け
る
詭
話
の
受
本
と
准
間



て
の
結
構
を
明
確
に
持
つ
点
に
お
い
て
、
「太
神
宮
御
事
」
の
内
容
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
、
『訓
解
』
よ
り
も
多
い
。
そ
し
て

こ
の

『高
野
物
語
』
の
く
だ
り
は
、
（中
略
）
安
祥
寺
流
の
秘
伝

『小
皮
籠
』
の
な
か
に
あ
る

「秘
伝
寿
賜
畑
神
御
き

な
る
印
信

を
典
拠
と
す
る
。

と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
宗
祖
在
世
当
時
の

一
般
的
な
第
六
天
魔
王
諄
は
東
密
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
こ
と
が
言
え

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
宗
祖
は
ど
う
で
あ

つ
た
の
か
。

二
、
宗
祖
に
お
け
る
第
六
天
魔
王
謂

宗
祖
に
お
け
る
第
六
天
魔
王
の
解
釈
は
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て

一
定
で
は
な
い
。
宗
祖
の

『法
華
経
』
世
界
観
を
表
し
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
御
曼
荼
羅
に
は
、
建
治
三
年
二
月
以
降
、
ほ
ぼ
全
て
に
第
六
天
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
に
と

つ
て
、
第
六
天
魔

王
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
の
か
、
茂
田
井
教
享
氏
は
、
『本
尊
抄
講
讃
』
に
お
い
て
第
六
天
解
釈
、
勧
請
の
理
由
と
し

て
、

善
に
は
必
ず
魔
が
さ
す
と

い
う

の
が
、
聖
人

の
信
仰
認
識

の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
六
天

の
魔
王
で
す
。
（中

略
）
魔
が
私
を
立
派
に
し

。
そ
こ
が
聖
人
の
偉
い
所

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
魔
が
来
る
か
ら
、
悪
魔
が
あ
る
か
ら
、
法
華
経
の
信
仰
は
で
き
な
い
ん
だ
。
そ
れ
に
な

か
な
か
勝
て
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
終

つ
て
し
ま

つ
た
の
で
は
平
凡
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
魔
に
よ
つ
て
信
仰
が
ま
す

ま
す
か
た
く
な
り
、
法
華
信
仰
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
解
釈
が
出
て
き
て
は
じ
め
て
聖
人
の
法
華
信
仰
が
本
物



に
な
っ
て
く
る
。
（中
略
）
川
ｄ
劇
ｄ
引
刻
剰
渕
＝
樹
綱
引
¶
咽
引
ｑ
「
削
引
川
測
Ｊ
引
翻
刊
調
ョ
悧
鋼
「

（中
略
）
そ
れ
は
自
分

（
‐２
）

に
と
っ
て
は
所
具
に
な
る
。
そ
れ
が
大
御
曼
茶
羅
に
向

っ
て
右
に
第
六
天
の
魔
王
を
勧
請
な
さ
れ
た
所
以
だ
と
思
い
ま
す
。

と
述
べ
、
「法
華
経
の
行
者
に
不
可
欠
な
存
在
」
「信
心
を
強
固
に
す
る
た
め
に
必
要
な
敵
」
と
し
て
、
宗
祖
が
第
六
天
魔
王
を
勧
請

し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
以
下
、
遺
文
中
に
み
ら
れ
る
、
宗
祖
の
第
六
天
魔
王
解
釈
を
主
な
も
の
を

『昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺

文
』
（以
下
、
『定
遺
』
と
略
す
る
）
よ
り
採
り
上
げ
、
示
し
た
い
。
そ
の
際
、
遺
文
に
通
し
番
号
を
ふ
っ
た
。

１

『四
恩
砂
』
翁
伊
豆
御
勘
気
抄
し

弘
長
二
年

一
月
　
『定
遺
』
二
三
四
頁

（真
蹟
無
し
）

さ
せ
る
失
も
仏
に
は
お
は
し
ま
さ
ざ
り
し
か
ど
も
、
只
此
国
の
く
せ
か
た
わ
と
し
て
、
悪
業
の
衆
生
が
生
れ
集
り
て
候
上
、
第

が
め
る
事
を
な
す
也
。

此
た
ば
か
り
も
詮
す
る
所
は
、
仏
に
法
華
経
を
説
せ
ま
い
ら
せ
じ
料
と
見
え
て
候
。
其
故
は
魔
王
の
習
ヒ
と
し
て
、
三
悪
道
の

業
を
作
る
者
を
ば
悦
び
、
三
善
道
の
業
を
作
る
者
を
ば
な
げ
く
。
又
、
三
善
道
の
業
を
作
る
者
を
ば
い
た
う

（甚
）
な
げ
か
ず
、

三
乗
と
な
ら
ん
と
す
る
者
を
ば
い
た
う
な
げ
く
。
又
、
三
乗
と
な
る
者
を
ば
い
た
う
な
げ
か
ず
、
仏
と
な
る
業
を
な
す
者
を
ば

強
に
な
げ
き
、
事

に
ふ
れ
て
障
を
な
す
。
洲
コ
烈
側
ョ
引
到
創
刑
馴
月
瓢
「
側
調
コ
引
引
馴
側
翻
倒
川
倒
堀
懲
る
べ
き
と
思
ひ
て
、

し
め
ん
と
た
ば
か
る
。

『法
門
可
被
申
様
之
事
』
文
永
六
年
　
『定
遺
』
四
四
七
頁

給
て
、
大
海
の
死
骸
を
と

め
ざ

る

ス
な
り
と
申

セ
。

『開
目
砂
』
文
永
九
年
二
月
　
『定
遺
』
五
七
六
頁

京
れ
に
お
け
る
詭
子
の
受
本
と
及
閉



４

『祈
祷
砂
』
文
永
九
年
　
『定
遺
』
六
七
〇
頁

此
故
に
釈
迦
如
来
は
此
‐到

到
側
州

―こ―
田
「
ｄ
調
川
川
日
ｄ
剖
ｄ
細
ｄ
ｕ
引
「
川
馴

無
明
と
申
ス
第
六
天
の
魔
王
が

一
切
衆
生

ｇ

引

「

ノ
，‐

日

列

ョ

割

劃

到

日

剰

コ

判

引

「

『弁
殿
尼
御
前
御
書
』
文
永

一
〇
年
九
月
　
『定
遺
』
七
五
二
頁

第
六
天

の
魔
王
、
十
軍

の
「
ｑ
引
引
「
到
口
ｑ
「
渕
判
綱

の‐
徊
剖
ｄ
引

の
海
中
に
し
て
、
同
居
械
土
‐引
日
引
測
ｕ
劇
引

は
ん
と
あ
ら
そ
う

６

高
法
華
取
要
抄
』
文
永

一
一
年
五
月
　
『定
遺
』
八

一
一
頁

梵
王
ノ
云
ク
　
此
土
ニ
ハ
自
引
劃
川
引
到
詞
ヨ
翻
州
川
綱
∃
引
「

第
六
天
帝
釈
四
天
王
等
「
馴
列
刑
引
引
「
川
。
釈
尊
卜
与
二梵

王
等
一始
テ
知
行
ノ
先
後
語
二論
ス
之
ヲ
一。
雖
レ
爾
リ
ト
挙
テ
■

セ
レ掌
ヲ
三
界
ノ
衆
生
ヲ
シ
テ
令
ル
レ帰
二伏
セ
シ
釈
尊
二
・是
也
。

指
ヲ
一降
二伏
シ
テ
ヨ
リ
之
ヲ
一已
来
梵
天
傾
ケ
レ
頭
ヲ
魔
王
合

７

『神
国
王
御
書
』
文
永

一
二
年
二
月
　
『定
遺
』
八
八

一
頁

と
申

ス
は
三
界

の
国
主
、
大
梵
王‐
。‐
剃
利
剰

の‐
園
ョ

。‐
引
利

。―
田

。―
川

・―
回
刻

転
輪
聖
王

。

王
の
師
也
、
主
也
、

の1親

三
界

の
諸
王
は
皆
は
此

の
‐利

迦
倒
劃
明
州
「
細
ｄ
ｄ

と
な
し
給

へ
り

に
梵
釈
等
は

０

８

『兄
弟
妙
』
文
永

一
二
年
四
月
　
『定
遺
』
九
二
二
頁

川
川
州
―よ―
剃
利
剰
倒
園
ヨ
倒
洲
倒
引
明
「
一
切
衆
生
は
無
始
已
来
彼
魔
王
の
谷
属
な
り
。
六
道
の
中
に
二
十
五
有
と
申
ス
ろ
う
を

か
ま
へ
て

一
切
衆
生
を
入
ル
、
の
み
な
ら
ず
、
妻
子
と
申
ほ
だ
し
を
う
ち
、
父
母
主
君
と
申
ス
あ
み
を
そ
ら
に
は
り
、
貪

・

瞑

・
痕
の
酒
を
の
ま
せ
て
仏
性
の
本
心
を
た
ぼ
ら
か
す
。
但
あ
く

釜
ｅ

の
さ
か
な

（肴
）
の
み
を
す

ゝ
め
て
三
悪
道
の
大
地 仏



に
伏
臥
せ
し
む
。
た
ま
た
ま
善
の
心
あ
れ
ば
障
碍
を
な
す
。
法
華
経
を
信
ず
る
人
を
ば
い
か
に
も
し
て
悪
へ
堕
サ
ン
と
を
も
う

に
、
叶

ハ
ざ
れ
ば
や
う
や
く
す
か

（嫌
）
さ
ん
が
た
め
に
相
似
せ
る
華
厳
経

へ
を
と
し
つ
。
杜
順

・
智
儀

・
法
蔵

・
澄
観
等
こ

れ
な
り
。
又
般
若
経

へ
を
と
し
つ
。
嘉
祥

・
僧
詮
等
こ
れ
な
り
。
又
深
密
経
へ
堕
シ
つ
。
玄
美

。
慈
恩
此
な
り
。
又
大
日
経
ヘ

堕
シ
つ
。
善
無
長

・
金
剛
智

・
不
空

・
弘
法

・
慈
覚

。
智
勝
等
こ
れ
な
り
。
又
禅
宗

へ
堕
シ
ツ
。
達
磨

。
慧
可
等
是
也
。
又
観

経
へ
す
か
し
を
と
す
悪
友
は
、
善
導
・
法
然
是
也
。
此
は
第
六‐剰
倒
園
ョ
洲
割
剖
倒
劇
―こ‐
月
刻
ｄ
割
川
引
川
目
引
力、‐
引
回
釧
洲

到
細
剃
コ
川
圏
―こ‐
調
劇
川
羽
引
翻
劉
コ
と
説
れ
て
候
は
是
也
。

『法
蓮
砂
』
建
治
元
年
四
月
　
『定
遺
』
九
三
八
頁

昆
沙
門
等
の
四
大
天
王
は
又
こ
れ
に
は
似
る
べ
く
も
な
き
四
天
下
の
自
在
の
大
王
也
。
帝
釈
は
切
利
天
の
主
、
剣
刑
刻
倒
劇
ョ

珂
―こ―
目
ｕ
ｄ
ョ
剌
引
側
引
「
副
翻
「
劇
渕
コ
劃
劉
倒

無
遮

の
大
善

の
所
感
な
り

１０

『種
種
御
振
舞
御
書
』
建
治
元
年

（或
建
治
二
年
）
　

『定
遺
』
九
七
二
頁

釈
の
心
は
法
華
経
を
教
の
ご
と
く
機
に
叶
ひ
時
に
叶
フ
て
解
行
す
れ
ば
、
七
ツ
の
大
事
出
来
す
。
則
引
―こ‐
剰
刊
園
日
ｄ
剃
利
剰

を
さ

（支
）
え
、

る
べ
し
。
其
中
に
法
華

引
綱
引
剌

―こ‐
洲
劃
網
目
割
剤
剰
刊
「

（中
略
）
釈

の
心
は
人
善
根
を
修
す
れ
ど
も
、
念
仏

・
真
言

。
禅

・
律
等

の
行
を
な
し
て

法
華
経
を
行
ぜ
ざ
れ
ば
、
魔
王
親

の
お
も
ひ
を
な
し
て
、
人
間
に

つ
き
て
其
人
を
も

て
な
し
供
養
す
。
世
間
の
人
に
実

の
僧
と

思
は
せ
ん
が
為
也
。
例
朝
日
翻
馴
渕
コ
釧
到
脚
日
曰
馴
面
人
供
養
す
る
が
如
し
。
さ

国
主
等
の
か
た
き
に
す
る
は
、
既
に
正

。
今
の
世
間
を
見
る
に
、
人
を
よ

馴

コ

例

劉

劉

η

コ

劉

割

剥

剰

劉

引

馴

馴

創

「

常
れ
に
お
け
る
詭
孝
の
史
本
と
准
開



Ｈ

『種
種
御
振
舞
御
書
』
九
八
五
頁

法
華
経
を
持
つ
者
は
必
ス
成
仏
し
候
。

此
魔

王
、
疫
病
の
神
の
目
に
も
見
え
ず
し
て
人
に
付
キ
候
や
う
に
、
古
酒
に
人
の
酔
候
如
く
、
国
主

。
父
母

・
妻
子
に
付
キ
て
法
華

経
の
行
者
を
嫉
む
べ
し
と
見
え
て
候
。
少
シ
も
不
ル
ハ
レ
違
ハ
当
時
の
世
に
て
候
。
副
目
日
翻
網
調
倒
響
鼎
劇
引
個
矧
刻
鮒
円
「

・２

『報
恩
抄
』
建
治
二
年
七
月
　
『定
遺
』

一
一
九
八
頁

釈
迦
仏
を
摩
耶
夫
人
は
ら
ま

（手
）
せ
給
セ
た
り
け
れ
ば
、
第
六
天
の
魔
王
、
摩
耶
夫
人
の
御
腹
を
と
を
し
見
て
、
我
等
が
大

怨
敵
法
華
経
と
申
ス
利
剣
を
は
ら
み
た
り
。
事
の
成
ぜ
ぬ
先
に
い
か
に
し
て
か
失
フ
ベ
き
。
第
六
天
の
魔
王
、
大
医
と
変
じ
て

浄
飯
王
宮
に
入
り
、
御
産
安
穏
の
良
薬
を
持
候
大
医
あ
り
と
の
ゝ
し
り
て
、
毒
を
后
に
ま
い
ら
せ
つ
。
初
生
の
時
は
石
を
ふ
ら

し
、
乳
に
毒
を
ま
じ
へ
、
城
を
出
テ
さ
せ
給
ヒ
し
に
は
黒
毒
蛇
と
変
じ
て
道
に
ふ
さ
が
り
、
乃
至
提
婆

。
程
伽
梨

・
波
瑠
璃

王

・
阿
閣
世
王
等
の
悪
人
の
身
に
入
り
て
、
或
は
大
石
を
な
げ
て
仏
の
御
身
よ
り
血
を
い
だ
し
、
或
は
釈
子
を
こ
ろ
し
、
或
は

御
弟
子
等
を
殺
す
。
此
等
の
大
難
は
皆
遠
ク
は
法
華
経
を
仏
世
尊
に
説
力
せ
ま
い
ら
せ
じ
と
た
ば
か
り

（巧
謀
）
し
如
来
現
在

猶
多
怨
嫉
の
大
難
ぞ
か
し
。

・３

『上
野
殿
御
返
事
』
建
治
三
年
五
月
　
『定
遺
』

一
三
〇
六
頁

び
ん
ば
さ
ら
王
と
申
せ
し
王
は
賢
王
な
る
上
、
仏
の
御
だ
ん
な
の
中
に
閻
浮
第

一
也
。
し
か
も
こ
の
王
は
摩
場
提
国
の
主
也
。

仏
は
又
此
国
に
し
て
法
華
経
を
と
か
ん
と
お
ぼ
し
し
に
、
王
と
仏
と

一
同
な
れ
ば
、　
一
定
法
華
経
と
か
れ
な
ん
と
み
へ
て
候
し

に
、
提
婆
達
多
と
申
せ
し
人
、
い
か
ん
が
し
て
此
事
を
や
ぶ
ら
ん
と
お
も
ひ
し
に
、
す
べ
て
た
よ
り
な
か
り
し
か
ば
、
と
か
う

は
か
り
し
ほ
ど
に
、
頻
婆
沙
羅
王
の
太
子
阿
閣
世
王
を
、
と
し
ご
ろ
と
か
く
か
た
ら
ひ
て
、
や
う
や
く
心
を
と
り
、
を
や
と
子



と
の
な
か
を
申
シ
た
が
へ
て
、
阿
閣
世
王
を
す
か
し
、
父
の
頻
婆
沙
羅
王
を
こ
ろ
さ
せ
、
阿
閣
世
王
と
心
を

一
に
し
、
提
婆
と

阿
閣
世
王
と

一
味
と
な
り
し
か
ば
、
五
天
竺
の
外
道
悪
人
雲
か
す
み
の
ご
と
く
あ
つ
ま
り
、
国
を
た
び

（給
）、
た
か
ら
を
ほ

ど
こ
し
、
心
を
や
わ
ら
げ
、
す
か
し
し
か
ば
、　
一
国
の
王
す
で
に
仏
の
大
怨
敵
と
な
る
。
例
刻
馴
月
剣
洲
薗
ョ
「
刹
目
の‐
創
周

を
具
足
し
て
う
ち
下
、
摩
場
提
国
の
提

闇
川
ＴＩ
瓢
¶
創
日
「
り
引
□
刈
引
力、‐

は
り
し
か
ば
、
形
は
人
な
れ
ど
も
力
は
第
六

天
の
力
な
り
。

以
上
の
遺
文
を
整
理
す
る
と
、

Ａ
　
第
六
天
が
所
領
の
衆
生
を
他
の
浄
土
へ
行
か
せ
た
く
な
い
と
思
い
行
動
し
て
い
る
こ
と
　
１
、
４

Ｂ
　
現
世
で
あ
る
娑
婆
世
界
が
、
釈
迦
の
治
め
る
べ
き
世
界
で
あ
る
と
い
う
釈
尊
御
領
観
に
基
づ
き
、
そ
の
臣
下
で
あ
る
、
梵

天

。
第
六
天
に
日
本
を
分
け
与
え
、
惣
領
さ
せ
た
こ
と
　
２
、
７

Ｃ
　
イ
ン
ド
の
釈
迦

（応
現
）
が
現
れ
る
前
の
こ
の
国
の
知
行
者
で
あ
り
、
釈
迦
に
敗
れ
る
存
在
　
３
、
４
、
５
、
７
、
８
、
９
、

Ｄ
　
法
華
経
の
行
者
を
邪
魔
す
る
存
在
　
８
、

１０
、

１１

Ｅ
　
釈
迦
を
殺
そ
う
と
し
た
提
婆
達
多
に
比
定
　
１２
、

・３

と
な
る
。
宗
祖
に
お
け
る
第
六
天
魔
王
諄
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
先
に
挙
げ
た
文
献
と
の
関
連
を
考
え
る
と
は
内

容
が
異
な
る
。
し
か
し
、
『悉
曇
蔵
』
に
お
い
て
十
界
の
天
部
に
魔
王
が
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
や

『観
音
義
疏
』
、
「秘

伝
薪
隅
旭
神
御
事
」
に
見
ら
れ
る
、
日
本
を
含
む
三
界
が
第
六
天
魔
王
の
所
領
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
宗
祖
が
お
持
ち
で
あ

っ
た
こ
と

か
ら
、
宗
祖
の
第
六
天
魔
王
諄
は
当
初
は
密
教
教
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祖
に
お
け
る
知
の
受
容
は
、
主
に

比
叡
山
や
南
都
に
お
け
る
勉
学
期

（宗
祖
は

「十
二
・
十
六
の
年
よ
り
三
十
二
に
至
ま
で
二
十
餘
年
が
間
、
鎌
倉

・
京
・
叡
山

。
園
城
寺

。

ネ
れ
に
お
け
る
北
常
の
史
本
と
ふ
開



高
野
。
四
天
王
寺
等
の
國
々
寺
々
あ
ら
あ
ら
習
回
り
候
し
程
に
」
と
述
べ
て
い
る
。）
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者

は
宗
祖
が
、
密
教
教
学
に
見
ら
れ
る
大
日
如
来
を
本
仏
と
す
る
理
解
、
こ
の
日
本
国
が
第
六
天
の
も
の
で
あ

っ
た
も
の
を
大
日
が
垂

述
し
た
天
照
大
神
が
譲
り
受
け
た
と
い
う
当
時
の

一
般
的
な
認
識
を
、
法
華
経
に
基
づ
い
て
、
解
釈
し
な
お
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
野
山
や
東
寺
系
の
密
教
の
解
釈
で
あ
る
第
六
天
魔
王
と
大
日
如
来
、
天
照
大
神
の
関
係
に
対
し
て
、

宗
祖
は
法
華
経
の
世
界
観
及
び
、
『法
華
経
』
と
い
う
経
典
の
内
容
に
従

っ
て
、
第
六
天
魔
王
諄
を
完
成
さ
せ
、
そ
れ
を
御
曼
荼
羅

に
反
映
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

『法
華
経
』
の
経
証
、
経
釈
を
重
視
し
た
宗
祖
の
思
想
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
法
華
経
の
行
者
た
る
宗
祖
独
自
の
思
想
の
顕
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

無
住
は
当
時
密
教
教
学
と
し
て

一
般
的
で
あ

つ
た
日
本
国
と
仏
法
の
関
係
、
本
地
垂
述
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
第
六
天
魔
王
諄
を
完

成
さ
せ
、
『沙
石
集
』
の
第

一
に
記
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
宗
祖
は
あ
く
ま
で
も
天
台
教
学
、
特
に
釈
尊
御
領
観
や
提
婆
達
多
の
よ

う
な
悪
知
識
の
必
要
性
、
さ
ら
に
は

「如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
」
「濁
劫
悪
世
中
多
有
諸
恐
怖
悪
鬼
入
其
身
」
な
ど
の

『法

華
経
』
経
文
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
第
六
天
魔
王
諄
を
完
成
さ
せ
、
自
身
の
法
華
経
世
界
に
組
み
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
第
六
天
魔
王
調
の
受
容
に
つ
い
て
は
密
教
教
学
の
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
密
教
教
学
の
影
響
を
離
れ

た
と
き
こ
そ
、
宗
祖
に
お
け
る
第
六
天
魔
王
諄
の
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

『報
恩
抄
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
祖
の
遺
文
中
に
説
話
は
多
い
が
、
そ
の
受
容
の
範
囲
は
非
常
に
広
く
、
ま
た
、
そ
の
受
容
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。



本
研
究
に
お
い
て
、
新
た
に
挙
が
っ
た
問
題
点
と
し
て
、

。
宗
祖
の
思
想
形
成
と
御
曼
荼
羅

へ
の
反
映
の
関
係
に
つ
い
て

。
説
話
の
受
容
や
展
開
を
通
じ
た
御
遺
文
の
真
偽
問
題

の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
宗
祖
の
御
曼
茶
羅
を
拝
見
す
る
と
、
建
治
三
年
二
月
の
第
六
天
魔
王
の
初
出
、
弘
安
元
年
八
月
の
明
星
天

王
の
初
出
が
確
認
で
き
る
。
宗
祖
に
お
け
る

『法
華
経
』
世
界
観
を
示
し
た
も
の
が
御
曼
茶
羅
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
天
達

が
そ
の
世
界
観
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
宗
祖
の
世
界
観
に
彼
ら
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
六
天
の
場
合

で
い
え
ば
、
当
時
の

一
般
的
認
識
や
天
台
教
学
を
離
れ
て
、
宗
祖
独
自
の
法
華
経
観
の
確
立
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ

こ
に
は
思
想
の
変
化
が
あ
り
、
知
識
や
思
想
の
受
容
経
路
や
受
容
内
容
と
い
う
イ
ン
プ
ッ
ト
の
問
題
と
と
も
に
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
御
遺
文
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て
も
、
宗
祖
が
ど
の
よ
う
な
文
献
に
目
を
通
し
、
ど
の
よ
う
な
視
点
で
説
話
を
受
容
し
、

ご
自
身
の
文
章
に
反
映
さ
せ
た
の
か
と
い
う
切
り
回
か
ら
、
み
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
第
六
天
魔
王
諄
の
場
合
、
宗

祖
は
そ
の
勉
学
期
に
お
い
て
、
東
密
の
秘
伝
書
、
も
し
く
は
そ
れ
を
ル
ー
ツ
と
す
る
文
献
に
ま
で
目
を
通
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

「法
門
可
被
申
様
之
事
」
に
お
い
て
釈
尊
御
領
観
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
早
く
か
ら
天
台
教
学
を
切
り
口
と
し
て
当
時
の

一
般

的
な
第
六
天
魔
王
諄
を
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
「四
恩
抄
」
を
真
蹟
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
「
四
恩
抄
」
の
内
容
は
無
住
ら
が

受
容
し
た
内
容
と
全
く
同
じ
で
あ
る
た
め

「法
門
可
被
申
様
之
事
」
の
間
に
思
想
の
変
化
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た

「
四
恩

抄
」
を
偽
書
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
祖
の
認
識
に
則
わ
な
い
説
話
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

一
つ
の
説
話
で
真
偽
を
決
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
危
険
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
積
み
重
ね
が
御
遺
文
研
究
に
寄
与
す
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後
も
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

常
れ
に
お
け
る
北
話
の
受
本
と
及
開



（
１
）一

館
（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１０
）

（
Ｈ
）

（
・２
）

（
・３
）

（
・４
）

主

例
と
し
て
弥
永
信
美
稿

「第
六
天
魔
王
と
中
世
日
本
の
創
造
神
話

（上
）

〇
六
号
、
片
岡
了
稿

「第
六
天
魔
王
の
説
話
」
『文
藝
論
叢
』
第
四
四
号
、

二
〇

一
一
年
な
ど

『摩
訂
止
観
』
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
四
六
巻
　
一
五
頁

ａ

『付
法
蔵
因
縁
伝
』
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
〇
巻
　
一
一九
七
頁

ａ

『大
智
度
論
』
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
二
五
巻
　
四
五
八
頁
ｂ

『中
臣
祓
註
釈
』
『神
道
大
系
』
三
頁

貞
慶
撰

『神
祇
講
式
』
『神
道
大
系
　
真
言
神
道

（下
運
　
一
一
一
頁

「秘
伝
蜻
鵬
畑
神
御
事
」
善
通
寺
所
蔵
本
　
伊
藤
聡
　
ユ則
掲
書
　
所
収
翻
刻

馬
淵
和
夫
編

『悉
曇
学
書
選
集
』
第

一
巻
　
勉
誠
社
　
一
九
八
五
年
　
一

無
住
撰

『沙
石
集
』
五
七
～
五
八
頁

（日
本
古
典
文
学
大
系
８５
）
岩
波
書
店

～

（下
と

『弘
前
大
学
国
史
研
究
』
第

一
〇
四
～

伊
藤
聡
著

『中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
』
法
蔵

三
二
頁

～

一
三
二
頁

九
八
八
年

『通
海
参
詣
記
』
や

『元
亨
釈
書
』
な
ど

伊
藤
聡
　
ユ削
掲
書
　
五
九
〇
頁

茂
田
井
教
亨
講
述

『本
尊
抄
講
讃
』
下
巻
　
九
九
六
～
九
九
七
頁
　
山
喜
房
仏
書
林

一
九
八
七
年

「妙
法
比
丘
尼
御
返
事
」
『定
遺
』

一
五
五
三
頁
　
（真
蹟
無
し
）

『妙
法
蓮
華
経
　
法
師
品
第
十
』
　

『大
正
新
修
大
蔵
経
』
九
巻
　
一二
一
頁
ｂ



（・５
）
『妙
法
蓮
華
経
　
勧
持
品
第
十
三
』
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
九
巻
　
一二
ハ
頁

ｃ

（・６
）
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
法
蔵
館
編

『日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
　
法
蔵
館
　
一
九
七
六
年
　
山
中
喜
八
解
説
　
七
頁

※
　
本
論
文
作
成
に
当
た
り
、
長
友
大
橋
紹
光
師
が
興
隆
学
林
専
門
学
校
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
。
末
尾

で
は
あ
る
が
、
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

京
極
に
お
け
る
乱
常
の
費
本
と
み
聞

-287-


